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法等に基づく都道府県知事からの要請に
より休業等を行いましたか。（７）  １人日当たり助成額単価

　

（11）   (10)の小計 416,500 107,300

（12）   (11)の合計 523,800

※ （１） 欄は千円未満の端数を切り捨てた値、 （２） 及び （３） 欄は小数点以下の端数を切り捨てた値、
   （４）、（６）、（７）及び（９）欄は小数点以下の端数を切り上げた値を記入して下さい。

2,400 円 ）］

（10） 支給を受けようとする助成額
　　　［休業の場合(7)×(8)］
　　　  ［教育訓練の場合(7)×(8)＋(9)］

416,500 107,300

※様式特第９号の⑧、⑫及び⑩欄から転記。   人・日 人・日 人・日

（９） 教育訓練に係る加算額  
24,000 円

［(8)× 加算額（

（８） 月間休業等延日数

① （９号⑧から転記） ② （９号⑫から転記） ③（９号⑩から転記）

50 10

円

［(6)×助成率（ 9/10 ）］ 助成率：9/10(一部10/10) 助成率：9/10 助成率：9/10(一部10/10)

　※基本手当日額の最高額を超える時は当該最高額。

㋑拡充１
助成率が（9/10）の場合、平均賃金の60％を超えて支給する部分
に係る助成率を10/10として算定。
（ただし、㋺に該当する場合を除く。）
【(4)×0.6×9/10＋(4)×
             (((5)/100)－0.6)×10/10　】
㋺拡充２
雇用維持を行う中小企業（助成率が9/10の場合）が新型インフル
エンザ対策特別措置法等に基づく都道府県知事からの要請により
休業等を行った場合で、全日、短時間、教育訓練の各項目のう
ち、①（５）が100％である項目又は、②（５）が60％以上でか
つ（６）が上限額（8,330円）以上である項目がある場合は、当
該項目は助成率（10/10）で算定。
【(6)×10/10　】

8,330

拡充１

円

通常

円

拡充１

8,330

（５） 休業手当等の支払い率
　　※就業規則、 休業等協定によって定められた、
        休業手当の支払率又は教育訓練中の賃金の
        支払い率。

100 100

（６） 基準賃金額
　　　［(4)×(5)］

12,000 12,000

（４） 平均賃金額
　　　［(1)/ （(2)×(3)）］

12,000

休 業
教 育  訓  練

全日 短時間

（３） 前年度の年間所定労働日数 240

様式特第８号助成額算定書（新型コロナウイルス感染症関係）

雇用調整助成金助成額算定書

（事業所名） 株式会社あおいサンプル （事業所番号） ０８０２－１２３４５６－１

（１） 前年度１年間の雇用保険の保険料
　　　 の算定基礎となる賃金総額

28,800 ,000

（２） 前年度１年間の１箇月平均の
　　　 雇用保険被保険者数

10


